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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2009-224245(P2009-224245A)
【公開日】平成21年10月1日(2009.10.1)
【年通号数】公開・登録公報2009-039
【出願番号】特願2008-68964(P2008-68964)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/12     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/14     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/26     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/24     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/28     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13357  (2006.01)
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 105/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  33/12    　　　Ｅ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｂ  33/26    　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｂ  33/24    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/28    　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/13357 　　　　
   Ｆ２１Ｓ   1/00    　　　Ｅ
   Ｆ２１Ｙ 105:00    １００　

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月7日(2011.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり
、
　前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反
対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間のいずれかの間に、前記発光層か
ら発光された光により第３色光を発光する色変換層を有し、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である発光装置。
【請求項２】
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　前記無機エレクトロルミネッセンス層は、第１色光を発光する第１無機エレクトロルミ
ネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とを混合した混
合層からなる請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　前記無機エレクトロルミネッセンス層は、第１色光を発光する第１無機エレクトロルミ
ネッセンス層と第２色光を発光する第２無機エレクトロルミネッセンス層とからなる請求
項１記載の発光装置。
【請求項４】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記色変換層は前記第２基板と前記発光層との間に前記発光層側に第２絶縁層を介して
形成されている請求項１記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記色変換層は前記第２基板の前記第２電極層とは反対側の面に形成されている請求項
１記載の発光装置。
【請求項６】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記色変換層は前記第１基板と前記発光層との間に前記発光層側に第１絶縁層を介して
形成されている請求項１記載の発光装置。
【請求項７】
　前記第１基板は光を透過する基板からなり、
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記色変換層は前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面に形成されていて、
　前記色変換層の前記第１基板とは反対側の面に反射層が形成されている請求項１記載の
発光装置。
【請求項８】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記色変換層は前記第１電極層と前記第１基板との間に形成されていて、
　前記色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている請求項１記
載の発光装置。
【請求項９】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記色変換層は、
　前記第１基板と前記第１電極層との間に形成された第１色光を発光する第１色変換層と
、
　前記第２基板と前記第２電極層との間に形成された第２色光を発光する第２色変換層と
を有し、
　前記第１色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている請求項
１記載の発光装置。
【請求項１０】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり、
　前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面、前記第２基板の前記第２電極層とは反
対側の面、もしくは前記第１基板と前記第２基板との間に、前記発光層から発光された光
により第２色光を発光する第１色変換層と、前記発光層から発光された光により第３色光
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を発光する第２色変換層を有し、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である発光装置。
【請求項１１】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第２電極層と前記発光層との間に前記発光
層側に第２絶縁層を介して形成されている請求項１０記載の発光装置。
【請求項１２】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第２基板と前記第２電極層との間に形成さ
れている請求項１０記載の発光装置。
【請求項１３】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第２基板の前記第２電極層とは反対側の面
に形成されている請求項１０記載の発光装置。
【請求項１４】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第１電極層と前記発光層との間に前記発光
層側に第１絶縁層を介して形成されている請求項１０記載の発光装置。
【請求項１５】
　前記第１基板は光を透過する基板からなり、
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第１基板の前記第１電極層とは反対側の面
に形成されていて、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層からなる色変換層の前記第１基板とは反対側の面
に反射層が形成されている請求項１０記載の発光装置。
【請求項１６】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層は前記第１電極層と前記第１基板との間に形成さ
れていて、
　前記第１色変換層と前記第２色変換層からなる色変換層と前記第１基板との間に光を反
射する反射層が形成されている請求項１０記載の発光装置。
【請求項１７】
　前記第１電極層は光を透過する電極層からなり、
　前記第１色変換層は前記第１基板と前記第１電極層との間に形成され、
　前記第２色変換層は前記第２基板と前記第２電極層との間に形成されていて、
　前記第１色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている請求項
１０記載の発光装置。
【請求項１８】
　前記第１電極層は光を反射する反射電極層からなり、
　前記第１色変換層は前記第１電極層と前記発光層との間に前記発光層側に第１絶縁層を
介して形成され、
　前記第２色変換層は前記第２電極層と前記発光層との間に前記発光層側に第２絶縁層を
介して形成され、
　前記第１色変換層と前記第１基板との間に光を反射する反射層が形成されている請求項
１０記載の発光装置。
【請求項１９】
　第１基板と、
　前記第１基板に対向して設けた光透過性を有する第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けた第１電極層と、
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　前記第１基板と前記第２基板との間の前記第２基板側に前記第１電極層に対向して設け
た光透過性を有する第２電極層と、
　前記第１電極層と前記第２電極層との間に設けた発光層とを有し、
　前記発光層は第１色光と第２色光を発光する無機エレクトロルミネッセンス層からなり
、
　前記発光層と前記第１電極層との間に第１絶縁層が形成され、
　前記発光層と前記第２電極層との間に第２絶縁層が形成され、
　前記第１絶縁層および前記第２絶縁層のうちの少なくとも１層は、前記発光層から発光
された光により第３色光を発光する発光材料を含む絶縁層からなり、
　前記第１色光、前記第２色光および前記第３色光は、赤色光、緑色光および青色光の３
原色光のうちの互いに異なる色の１色の光である発光装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】発光装置
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